
【別紙1】

※１：登録喀痰吸引等事業所・・・登録喀痰吸引等従事者が喀痰吸引の行為ができ、実地研修終了証の発行ができる事業所

※２：登録特定行為事業所・・・登録特定行為従事者が喀痰吸引等の行為ができる事業所

県へ認定特定行為業務従事者認定証の交付申請

認定証の発行（県）

県へ登録特定行為事業者（※2）登録の申請
（既登録事業所は申請不要）

介護職員が喀痰吸引等の行為ができるまでの流れ

介護福祉士

喀痰吸引等に関する記載事項が無い
※H27年度までに資格取得

介護福祉士登録証に

県より登録特定行為事業者登録通知

※当該職員が登録特定行為従事者として
喀痰吸引を行うまでの流れ

※当該職員が登録喀痰吸引等従事者として
喀痰吸引等の行為を行うまでの流れ

当該介護職員が喀痰吸引を実施できる。

介護職員

介護福祉士ではない

喀痰吸引等に関する記載事項がある
※H28年度以降に資格取得

実地研修の実施（自施設又は登録研修機関で実施）

県より登録喀痰吸引等事業者登録通知

県へ登録喀痰吸引等事業所（※1）登録の申請
（既登録事業者は申請不要）

基本研修の受講（登録研修機関で実施）

社会福祉振興・試験センターが介護福祉士登録証に
実施できる行為の付記

修了証及び介護福祉士登録証を社会福祉
振興・試験センターに送付

実地研修終了証の発行
（登録喀痰吸引等事業所で発行）

実地研修の実施
実地研修終了証の発行

（自施設での実施は県で、登録研修機関での実施は受講機関で発行）


